
 

 

 

 

 

 

 

携帯電話・ゲーム機・インターネット・・・ 

子どもたちが接する情報機器は多様ですが、機器の適切な使い方を知らない

ために、さまざまなトラブルや犯罪に巻き込まれる危険が増えています。 

第１部では、兵庫県情報セキュリティサポーターの篠原嘉一さんに、情報機

器との上手な付き合い方や、親や地域の人が子どもの様子を見守ることで、ネ

ットの被害者にも加害者にもならない社会をつくることを、具体的な実例をあ

げながら講演いただきます。 

第２部では、消費者被害の拡大を防ぐ「消費者団体訴訟制度」や、検討がす

すめられている新しい消費者被害救済制度について、寸劇を交えて分かりやすくご紹介します。 

 

◇ と き：2012 年 3月 14 日（水）午前 10時～12 時 30 分 

◇ ところ：兵庫県農業共済会館（JR 元町駅より徒歩 10 分） 

◇ 内容 

＜第１部＞ 

講 演 ：「携帯・ゲーム機・インターネットに潜む危険 

 ～子どもたちが傷つかないために～」 

講 師 ： 篠原 嘉一 さん 

（兵庫県情報セキュリティサポーター） 

 

 

 

 

＜第２部＞ 

テーマ ：「新たな消費者被害救済制度について 

～消費者団体訴訟制度とともに～」 

寸 劇 ： 大阪大学学生劇団「ちゃうかちゃわん」（予定） 

解 説 ： 消費者支援機構関西 検討委員 

◇ 参加費 ：無料 （定員 160 人ですので、お早めにお申し込みください） 

◇ 締  切 ：3 月 2日（金） ※定員になり次第締め切ります 

◇ 申し込み方法：下記の申込用紙にご記入の上、KC’s まで FAX・E-mail でお送りください。 

◇ 主  催 ：コープこうべ、兵庫県生協連合会、消費者支援機構関西、ひょうご消費者ネット 

◇ 後 援 ：兵庫県・神戸市 

 

 

「ひょうご消費者セミナー2011」参加申込書 

所属団体：（                ） 

お名前 

  

 

※ KC’s（消費者セミナー係） 

FAX/06-6945-0730 ・  E-mail/info@kc-s.or.jp 

 

※「兵庫県情報セキュリティサポーター制度」とは 

「ひょうご情報セキュリティ推進会議」（兵庫県と諸団体で構成）

が取り組む情報セキュリティ対策を推進するサポーター制度 


